
三次市教育委員会議案第４５号 

 

 

 三次市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則案を次の

ように提出する。 

 

 

  平成２１年３月１８日 

 

 

三次市教育委員会教育長 児 玉 一 基  

 

 

   三次市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規    

   則（案） 

 

 三次市教育委員会職員の職の設置に関する規則（平成１６年三次市教育委員会

規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条に次の１号を加える。 

 ⑷ 美術館 

 第３条第５号中「チームリーダー及び」を削り，同条中第１４号を第１５号と

し，第１３号を第１４号とし，第１２号を第１３号とし，第１１号に次の１号を

加える。 

 ⑿ 社会教育主事 

 第４条第３号中「チームリーダー及び」及び「チーム又は」を削り，同条第４

号中「，主任主事」の次に「，社会教育主事」を加える。 

   附 則 

 この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 


